
報
情
活
生

町
立
保
育
所
の
年
度
途
中
か
ら

の
入
所
に
つ
い
て

令
和
５
年
度
の
町
立
保
育
所
途
中
入

所
の
申
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

入
所
を
希
望
す
る
場
合
は
、
保
育
所

グ
ル
ー
プ
（
清
里
保
育
所
内
）
に
お
問

い
合
わ
せ
の
上
、
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

入所希望月 申込受付期間
８月 ７月３日㈪ ～ ７月１０日㈪
９月 ７月３日㈪ ～ ７月２０日㈭

１０月 ８月１日㈫ ～ ８月１８日㈮
１１月 ９月１日㈮ ～ ９月２０日㈬
１２月 １０月２日㈪ ～ １０月２０日㈮
１月 １１月１日㈬ ～ １１月２０日㈪
２月 １２月１日㈮ ～ １２月２０日㈬
３月 １月９日㈫ ～ １月２２日㈪

●
受
入
年
齢

▽
清
里
保
育
所　
　
満
１
歳
６
ケ
月
〜

▽
札
弦
保
育
所　
　
満
２
歳
６
ケ
月
〜

●
申
込
み
手
続
き

事
前
に
保
育
所
グ
ル
ー
プ
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
き
、
入
所
申
込
書
類

に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
（
申
込
書
類
は
保
育
所
グ

ル
ー
プ
に
あ
り
ま
す
）。

保
育
所
の
入
所
状
況
に
よ
っ
て
は
受

入
れ
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

●
入
所
決
定

入
所
希
望
月
の
前
月
15
日
頃
ま
で
に

通
知
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課
保
育
所
グ
ル
ー
プ

（
清
里
保
育
所
内
）

☎
０
１
５
２
（
２
５
）
３
１
８
２

夏
の
交
通
安
全
運
動

「
夏
の
交
通
安
全
運
動
」
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

観
光
・
夏
型
レ
ジ
ャ
ー
等
に
伴
う
交

通
事
故
防
止
や
、
自
動
二
輪
車
に
よ
る

交
通
事
故
防
止
と
飲
酒
運
転
根
絶
を
図

る
た
め
の
活
動
等
を
推
進
し
ま
す
。

夏
は
暑
さ
や
長
距
離
運
転
な
ど
に
よ

る
疲
労
か
ら
注
意
力
が
散
漫
に
な
り
、

居
眠
り
運
転
な
ど
の
交
通
事
故
が
増
加

す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
安
全

運
転
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

●
実
施
期
間　
７
月
13
日
㈭
〜
22
日
㈯

●
飲
酒
運
転
根
絶
の
日

７
月
13
日
は「
飲
酒
運
転
根
絶
の
日
」

で
す
。

北
海
道
で
は
、飲
酒
運
転
を
根
絶
し
、

道
民
に
と
っ
て
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら

す
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
、

「
北
海
道
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
関
す
る

条
例
」
を
制
定
し
、
７
月
13
日
を
「
飲

酒
運
転
根
絶
の
日
」に
定
め
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

企
画
政
策
課
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
５
２
（
２
５
）
２
１
３
５

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格

高
騰
重
点
支
援
給
付
金
事
業

︵
非
課
税
世
帯
３
万
円
給
付
事
業
︶

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格
高

騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、
特
に
家

計
へ
の
影
響
が
大
き
い
低
所
得
世
帯
に

対
し
て
、
プ
ッ
シ
ュ
型
に
よ
る
現
金
給

付
（
１
世
帯
あ
た
り
３
万
円
）
を
行
い

ま
す
。

●
対
象
世
帯　
世
帯
全
員
の
令
和
５
年

度
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
世
帯

●
基
準
日　
令
和
５
年
６
月
１
日
時
点

で
清
里
町
に
住
所
が
あ
る
世
帯

●
給
付
額　
１
世
帯
あ
た
り
３
万
円

●
給
付
方
法

　
対
象
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し
て
文
書

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
給
付
金
を
受
け

取
ら
な
い
場
合
や
振
込
口
座
を
変
更
し

た
い
場
合
な
ど
を
除
き
、
一
定
期
間
経

過
後
、
確
認
し
て
い
る
口
座
に
お
振
り

込
み
し
ま
す
。

※
基
本
的
に
は
昨
年
度
実
施
し
た
「
電

力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急

支
援
給
付
金
」
の
情
報
を
利
用
し
ま
す

の
で
、
今
回
新
た
に
非
課
税
世
帯
と
な

っ
た
場
合
や
世
帯
員
に
変
動
が
あ
っ
た

場
合
な
ど
は
、
申
請
が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
実
施
時
期　

７
月
上
旬
頃
、
対
象
世
帯
に
お
知
ら

せ
を
送
付
し
、
１
ヶ
月
程
度
で
口
座
に

お
振
り
込
み
し
ま
す
。
ま
た
、
申
請
が

必
要
な
場
合
の
申
請
期
限
は
９
月
30
日

㈯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

町
民
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
５
２
（
２
５
）
２
１
５
７

あ
た
た
か
な
お
気
持
ち

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（
令
和
５
年
５
月
受
付
分
）

社
会
福
祉
協
議
会
へ
寄
付

（
老
健
き
よ
さ
と
・
ケ
ア
ハ
ウ
ス
き
よ
さ
と
含
む
）

●
寄
付
金

櫛
引　
政
明
さ
ん
（
向
陽
北
）

安
藤　
忍
さ
ん
（
向
陽
東
）

安
藤　
幹
子
さ
ん
（
向
陽
西
）

●
お
品
物

美
馬　
廣
子
さ
ん
（
向
陽
北
）

佐
々
木　
秀
男
さ
ん
（
向
陽
東
）

清
里
町
へ
寄
付

●
寄
付
金

櫛
引　
政
明
さ
ん
（
向
陽
北
）

【対象者】
●７０歳以上の方（免許の有無は問いません）
　※７０～７４歳の方へは半額助成
●妊婦の方
●身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳
または療育手帳を所有している方

●指定難病医療受給者証を所有、かつ運動に障が
いを来す疾患である神経・筋疾患を有する方
（パーキンソン病、大脳皮質基底核変性症、重症
筋無力症、多発性硬化症／視神経脊髄炎、脊髄
小脳変性症の方など）

令和５年度から対象者拡充
ハイヤー利用助成券を
交付しています

ぜひ、
ご利用ください

《問い合わせ》　企画政策課まちづくりグループ 　☎ ０１５２（２５）２１３５

【申請方法】
　申請書を用意していますので、役場企画政策課、
札弦支所、緑支所または保健センターまでお越し
ください。

【申請に必要なもの】
●氏名及び生年月日がわかるもの
●障がい者手帳、母子手帳、指定難病医療受給者
証（該当者のみ）

　帯状疱疹は、多くの人が子どもの時に感染する水ぼうそうのウイルスが原因で、年齢や疲労、病気などで
免疫力が弱った時に発症しやすくなります。町では、７月１日から接種費用の半額助成を開始しました。

●助成対象者　接種時に満５０歳以上の町民
●ワクチンの種類
　帯状疱疹不活化ワクチン（２回接種が必要です）
●助成回数　２回
●自己負担額
　１回につき１１，７５０円（接種費用２３，５００
円の半額）
　接種時に自己負担額をお支払いください
●実施医療機関　きよさとクリニック
※きよさとクリニック以外での接種は助成対象とな
りません

帯状疱疹予防接種費用の助成を行います

《問い合わせ》　きよさとクリニック　☎０１５２（２６）７１５５
　　　　　　　保健福祉課保健グループ（保健センター内） 　☎ ０１５２（２５）３８５０

●申込み方法
　きよさとクリニックに直接予約が必要です。

　令和５年４月１日～６月３０日の間に接種した方
に限り、接種費用の半額を償還払いで助成します。
　この場合はきよさとクリニック以外の病院で接種
していても対象となります。助成を受けるには令和
６年２月２９日までに申請が必要です。
　申請方法をご案内しますので、対象の方は保健グ
ループまでお問合わせください。
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熊
と
の
遭
遇
に
注
意
！

暖
か
く
な
っ
て
き
た
こ
の
時
期
は
、

ヒ
グ
マ
が
活
発
に
活
動
し
、
目
撃
情
報

が
増
加
す
る
時
期
に
な
り
ま
す
。
薄
暗

い
早
朝
や
夜
だ
け
で
な
く
、
昼
間
で
も

住
み
か
で
あ
る
山
林
付
近
は
出
没
が
多

く
な
り
ま
す
。

熊
と
の
遭
遇
に
よ
る
事
故
を
防
ぐ
た

め
に
も
、
山
林
付
近
で
の
農
作
業
や
山

菜
取
り
は
、
十
分
注
意
し
て
行
う
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

●
熊
と
の
事
故
を
防
ぐ
に
は

▽
一
人
で
行
動
す
る
こ
と
は
避
け
ま
し

ょ
う

▽
事
前
に
熊
の
出
没
状
況
を
確
認
し
ま

し
ょ
う

▽
常
に
周
囲
に
気
を
配
り
ま
し
ょ
う

▽
ク
マ
ス
プ
レ
ー
や
鈴
、
ラ
ジ
オ
な
ど

を
携
帯
し
、
常
に
大
き
な
音
を
出
し
な

が
ら
行
動
し
ま
し
ょ
う

▽
フ
ン
や
足
跡
を
見
た
ら
引
き
返
す
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う

▽
熊
を
誘
因
す
る
原
因
と
な
る
た
め
、

食
べ
物
や
ご
み
は
必
ず
持
ち
帰
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う

●
問
い
合
わ
せ

産
業
建
設
課
産
業
振
興
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
５
２
（
２
５
）
２
１
５
３

税
情
報

今
月
は
国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
月
で
す

今
月
は
、国
民
健
康
保
険
税
（
２
期
）

を
納
付
す
る
月
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め

て
く
だ
さ
い
。

●
納
期
限　
７
月
31
日
㈪

●
納
付
場
所

▽
役
場
出
納
窓
口

▽
札
弦
支
所　
▽
緑
支
所

▽
納
付
書
記
載
の
金
融
機
関

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
（
１
期
）、

町
道
民
税
（
１
期
）、
固
定
資
産
税
（
１

期
）、
軽
自
動
車
税
種
別
割
（
全
期
）
と

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
１
期
）
の

納
期
が
過
ぎ
て
い
ま
す
。
納
め
忘
れ
て

い
る
方
は
、
早
急
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

町
民
課
税
務
・
収
納
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
５
２
（
２
５
）
２
１
３
６

家
屋
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す

次
の
期
間
に
、
家
屋
の
所
在
確
認
を

行
っ
て
い
ま
す

調
査
に
当
た
り
、
敷
地
内
に
立
ち
入

り
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
調
査

員
は
評
価
補
助
員
証
を
携
行
し
て
い
ま

斜里地域子ども通園センター
ホームページはこちら　　　▶︎

（斜里町ホームページ内）

こどもの発達に関する相談
（斜里地域子ども通園センター）

《問い合わせ》　
斜里地域子ども通園センター
（児童発達支援事業・障害児相談支援事業）
　ＴＥＬ・ＦＡＸ　０１５２（２３）６４１８

　斜里地域子ども通園センターは、斜里町・清里町・
小清水町の３町の未就学児を対象に、運動面や対人・
社会性に苦手意識を抱える児童に対して、週１回程
度の個別療育、小集団での活動を通して様々な発達
を促します。
　お子さんの発達の事で、１人で悩んだりしていま
せんか。

◆抱っこを極端に嫌がったり、視線が合いにくい
◆落ち着きがなくじっとしていられない
◆他の子に乱暴する
◆癖やこだわりが強い
◆集団になじめない、対人関係が苦手
◆育児で困っていることや相談したいことがある
◆どこに相談したらよいのかわからない　　　　等

のご案内
　このような悩みを抱えている方は、子ども
通園センターにご相談ください。
　その他にも、センター職員が保育園等でお
子さんの集団での様子を確認し、今後につい
て検討していく園児発達サポート事業、療育
支援、病院（発達外来）などの専門療育機関
への紹介もしています。

す
の
で
、
遠
慮
な
く
お
声
掛
け
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
家
屋
の
正
確
な
把
握
の
た

め
、
家
屋
（
倉
庫
や
車
庫
を
含
む
）
を

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
た
際
は
町
民

課
税
務
・
収
納
グ
ル
ー
プ
ま
で
ご
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
期
間　
７
〜
12
月

●
範
囲　
町
内
全
域

●
問
い
合
わ
せ

町
民
課
税
務
・
収
納
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
５
２
（
２
５
）
２
１
３
６

催
し

お
ひ
さ
ま
広
場
︵
水
遊
び
︶

●
日
時　
７
月
10
日
㈪
・
24
日
㈪　
午

前
10
時
〜

●
場
所　
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

●
内
容　
お
庭
で
水
遊
び
を
し
ま
す
。

●
持
ち
物　
水
遊
び
用
パ
ン
ツ
・
タ
オ

ル
等
。
排
泄
が
自
立
し
て
い
る
子
は
水

着
も
可

●
対
象
者　
０
歳
児
〜
就
学
前
の
お
子

さ
ん
と
保
護
者

※
支
援
セ
ン
タ
ー
は
通
常
通
り
自
由
開

放
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課
子
ど
も
・
子
育
て
グ
ル
ー
プ

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
５
２
（
２
５
）
２
１
０
０

　「清里町ふるさと産業まつり」を４年ぶりに開
催します！現在、実行委員会にて、内容等を協
議しています。乞うご期待！！ポスターやチラ
シ等でご確認ください。

●日時　９月３日㈰
　　　　午前１０時～午後３時３０分（予定）
●場所　モトエカ広場

清里町ふるさと産業まつり　復活開催！

《問い合わせ》　ふるさと産業まつり実行委員会事務局（清里町商工会） 　☎ ０１５２（２５）２６２８

【出店者説明会を開催します】
　ふるさと産業まつりの開催に先立ち、下記の
日程で出店者説明会を開催しますので、出店を
希望される方はご出席ください。

●日時　７月１２日㈬　午後７時から
●場所　コミュニティセンター　２階ホール

【ボランティアスタッフを募集します】
　ふるさと産業まつりは地域の皆さんで作り上
げるお祭りを目指します。前日準備からお祭り
に参画したい方はぜひご応募ください。イベン
ト好きなあなた、ぜひ一緒に盛り上げましょう！

募
集

令
和
５
年
度

自
衛
官
採
用
試
験

【
一
般
曹
候
補
生
】

●
応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

●
受
付
期
間　
９
月
５
日
㈫
ま
で

●
試
験
日　
９
月
16
日
㈯
・
17
日
㈰

●
試
験
会
場　
美
幌
町

【
航
空
学
生
】

●
応
募
資
格　
試
験
要
項
に
よ
る

●
受
付
期
間　
９
月
７
日
㈭
ま
で

●
試
験
日　
９
月
18
日
㈪

●
試
験
会
場　
美
幌
町

【
自
衛
官
候
補
生
】

●
応
募
資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

●
受
付
期
間　
９
月
５
日
㈫
ま
で

●
試
験
日
　
①
９
月
23
日
㈯
〜
25
日
㈪

②
９
月
27
日
㈬
〜
29
日
㈮

●
試
験
会
場　
①
帯
広
市　
②
美
幌
町

●
問
い
合
わ
せ

自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本
部　
網
走
地

域
事
務
所

☎
０
１
５
２
（
４
４
）
５
７
４
３

自
衛
官
募
集
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w

w
.m

od.go.jp/pco/
obihiro/
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役場などコミュニティスペース
Coshica

地域住民の方

必要に応じて
担当部署や

サービスへつなぐ

ドラッグストアでの
買い物ついでに
気軽に立ち寄る

○身近な相談窓口
○買い物後の休憩や
友人との会話

○ちょっとした居場所

○日常生活での小
さな困りごと
○支援が必要にな
る前段階での気
づき

地域公共交通活性化協議会を設置します 地域交流拠点施設内　コミュニティスペース
「Coshica」のご紹介

　冬のオープンに向けて工事が進められている地域交流拠点施設には、テナントであるツルハドラッグの売
り場のほかに「コミュニティスペース」が設置されます。買い物後のちょっとした休憩のほか、町民の皆さ
んが日常のお悩みや困りごとを相談できるよう職員を配置し、カウンターも設置する予定です。

■地域公共交通の構築に向けた取り組み
　「地域公共交通活性化協議会」を設置します
背　景
　少子高齢化、運転免許返納者の増加など交通弱者が増える社会の中で、公共交通の必要性が表面化してき
たことから、自治体が主体となって公共交通のネットワークづくりに取り組むことが求められています。
　行政をはじめ、交通事業者や北海道、道路管理者、地域住民も含めた多様な方々が、一堂に会して交通施
策の構築に向けた議論、協議を行うことが出来る「法定協議会」を設置します。町では、令和５年３月に「清
里町地域公共交通活性化協議会の設置」について条例化し、令和５年７月から本格的に協議会の運用が始ま
ります。

　地域公共交通活性化協議会ができることは？
　協議会が設置されると、町が主体となり、地域に適した独自の交通サービスや運行形態を構築できます。
公共交通の利用者である住民の意見や、交通事業者、運輸局など、専門的知見も入れながら必要な交通ニー
ズを検討し、実行していきます。　

具体的な役割
①地域公共交通計画の策定・・・公共交通はまちづくりの支えであり、地域住民、観光客など幅広い利用

者が利用しやすい交通サービスの提供を目指すべく策定する。計画に基
づいて事業を推進、見直しを行っていく。

②財政的支援として国の補助を協議会で受けることができる
③運行計画や事業者選定、有償運送時の料金を協議会で決定できる
　（検討すべき路線案）・札弦地区・緑地区の市街地への買い物等の移動手段、地域内移動・近隣市町村へ
の通院の移動手段　など

今後は、法定協議会を活用しながら、町の公共交通事業を推進していきます

【スペースの概要】
●名　　称　きよさとコミュニティスペース　Ｃｏｓ hｉｃａ（こしか）
●面　　積　５０．７９㎡
●収容客数　１４席程度　相談カウンター２席
●そ の 他　職員１名配置予定

名前の由来
　女性が手紙の文末に添える「かしこ」。実は、恐れ
多い・もったいないという意味の言葉です。恐れ多く
なく、もったいなくない、どんどん使ってほしい、と
いう想いを込めて、「かしこ」を逆から読んだ「こしか：
Ｃｏｓｈｉ cａ」としました。

【コミュニティスペースはどんなところ？】
　コミュニティスペースは、ドラッグストア店舗内にあり、
日常的な買い物の機会に訪れることができます。町からの
情報提供や相談を受ける窓口、ちょっとした居場所など、
地域や人とのつながりを感じられる場所として、活用を広
げていきます。
　生活を支える買い物場所としての機能と、人と人を繋ぐ
役割を担う公共施設のひとつとして、町民の皆さんから親
しみを持っていただける居場所を目指します。

【活用方法】
・ドラッグストアでの買い物機会に、休憩や会話の
場所として。
・身近な相談窓口として、日常の小さな困りごとの
相談や各種行政サービスへつなぐ役割も。
・町の情報発信場所として、小規模なイベントや説
明会なども予定。

※完成イメージ図

※完成イメージ図

《問い合わせ》　企画政策課まちづくりグループ 　☎ ０１５２（２５）２１３５《問い合わせ》　企画政策課まちづくりグループ 　☎ ０１５２（２５）２１３５

・地域の交通ニーズは年々変化していく
ため、実態にあわせて計画の見直しを
重ねていきます
・令和６年度からは、可能な施策から事
業を実行していきます
・公共交通の利用意識を高めるためにも、
利用する機運を作っていくことも大切
です

清里町
役場

交通
事業者

町民これまで

要請や交渉

清里高校

地方公共交通活性化
協議会

道路管理者
や警察

その他
関係者

清里町
役場

交通
事業者
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※一人につき１カ月間で10万円が上限です

令和5年 月7 24
上記日付に電子マネーをチャージすると、
チャージ金額の10％分が加算されます!!

【令和５年度の保険料額について】　令和５年度の保険料は、６月に個別にお知らせしています。
　≪保険料の計算方法≫

《問い合わせ》　北海道後期高齢者医療広域連合　☎０１１（２９０）５６０１
　　　　　　　町民課町民生活グループ（医療保険担当）☎０１５２（２５）２１５７

令和５年度の保険料と保険証の一斉更新
後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の お 知 ら せ

均等割
【１人当たり保険料】

51,892 円

１年間の保険料
【限度額 66万円】
（100円未満切捨）

所得割
【本人の所得に応じた額】

（令和４年中の所得－最大４３万円）× 10.98％
＋ ＝

　○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
　※「所得」とは前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

●保険料の軽減
①均等割の軽減

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額）

均等割の軽減割合
令和５年度

43 万円＋ 10万円×（給与所得者等の数－１） ７割
43万円＋（29万円×世帯の被保険者数）＋ 10万円×（給与所得者等の数－１） ５割
43万円＋（53万 5千円×世帯の被保険者数）＋ 10万円×（給与所得者等の数－１） ２割
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
　・給与等の収入金額が５５万円を超える方
　・公的年金の収入金額が６０万円（６５歳未満）、１２５万円（６５歳以上）を超える方
②被用者保険の被扶養者だった方の軽減
　この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、
制度加入から２年を経過していない期間のみ、均等割が５割軽減となります。

●保険料のお支払い方法
　保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。口座振替での納付も可能なのでお申出ください。
　※社会保険料控除は「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。

【保険証が新しくなります （橙色→黄色）】
　現在ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和５年７月３１日をもって満了となるため、７月中に新しい保険証を交付
します。８月１日からは黄色の保険証をご使用ください。また、紛失したときは再交付しますので、町民課町民生活グルー
プまでお申出ください。

●減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適用認定証）も新しくなります（水
色→黄緑色）

　現在ご使用の水色の減額認定証および限度証の有効期限が、令和５年７月３１日をもって満了となるため、引き続き
交付対象に該当する方は７月中に新しい証を交付しますので、８月１日からは黄緑色の認定証をご使用ください。また、
新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、町民生活グループへ申請してください。
◆減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方
区分Ⅱ ○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

区分Ⅰ
世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
○ 世帯全員の所得が０円の方
○ 老齢福祉年金を受給されている方

◆限度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠ、または現役並みⅡに該当する方
現役並みⅢ 住民税課税所得が 690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みⅡ 現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が 380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みⅠ 現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

　国民健康保険の該当の方に交付し
ています保険証等は、令和５年７月
３１日で有効期限が切れ、８月１日
からは使用できなくなります。新し
い保険証等は７月中に簡易書留にて
郵送しますので、受領後、新しい保
険証等を使用し、現在使用している
保険証等についてはご自身で破棄し
てください。

■国民健康保険の保険証・減額認定証
　（限度額適用・標準負担額減額認定証）について

　国民健康保険の保険証については、現在の緑色からエンジ色
へと変更となります。
　なお、国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定証に
ついては、一斉更新とはなりませんので、８月以降についても
必要な方は、役場町民課窓口にて更新の手続きを行ってくださ
い。その際、所得要件等によっては交付の対象とならない場合
がありますので、町民課町民生活グループでご確認ください。

国民健康保険からのお知らせ

保険証（被保険者証）等の一斉更新
８月１日㈫より新しくなります

《問い合わせ》　町民課町民生活グループ（医療保険担当） 　☎ ０１５２（２５）２１５７
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　町では、再生可能エネルギーの普及事業を継続し、令和５年度においても、家庭から排出される
二酸化炭素排出量を削減し環境への負荷の少ない「住宅用太陽光発電システム」を設置される方に
対し、設置費用の一部を助成します。設置を予定されている方は、お問い合わせください。

■対象者
①清里町に住所を有し（清里町内に新たに住宅を建設又は購入し、転入する方を含む）、居住する
方のうち、清里町内の住宅に発電システムを新たに設置する方、もしくは清里町内において発
電システム付きの住宅（新築のものに限る）を購入する方

②町税及び各種手数料・使用料等を滞納していない方
③当該年度の３月末日までに補助事業実績報告書を提出できる方
※原則補助金交付決定後に設置できる方が該当になります。
※設置後１年間、発生電力量などのデータを報告していただきます。
※令和５年４月１日以降にすでに着手したものについては、着工後の補助金の交付申請を受け付
けることができます。

■補助の対象となるシステム
　省エネナビが設置されていて、未使用のもの（中古品は対象外）で、電力会社と電力需給契約
を締結でき、発電システムの最大出力の合計値が１０キロワット未満のもの等の条件があります。

■補助金の額
　発電システムの最大出力の値（ｋＷ表示とし、小数点以下第３位を四捨五入）に６万円を乗じ
て得た額で、３０万円が上限です。また、１，０００円未満は切り捨てとなります。
●補助金の計算例
【最大出力２．９５５ｋＷの場合】
　６万円×２．９６ｋＷ＝１７７，０００円（１，０００円未満切り捨て）
【最大出力５．５４４ｋＷの場合】
６万円×５．５４ｋＷ＝３００，０００円（３０万円を上限）

■受付期間
　令和５年７月３日㈪　～　令和６年１月３１日㈬　（令和５年度）

■申込方法
　役場産業建設課に備えている所定の申請様式（町ホームページからもダウンロードできます）
に必要書類を添付してお申し込みください。
町ホームページアドレス　　http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/

住宅用太陽光発電システムの
導入を支援します

《問い合わせ・申込み》　産業建設課建設グループ　☎０１５２（２５）３５７２

ご存知ですか？
国民年金の主な給付の

種類と支給条件

　受給資格（期間・納付額）を満たした方が、６５
歳から受給できる年金です。
　未納期間や免除期間がある方、６５歳より前に受
給される方（繰上げ請求）は、年金額が減額となり
ます。また、６６歳以降に希望して請求すれば、請
求時の年齢に応じて増額された年金を受けることも
できます。
【令和５年度年金額】
■６７歳以下の方（昭和３１年４月２日以後生まれ）
　７９万５千円
■６８歳以上の方（昭和３１年４月１日以前生まれ）
　７９万２千６００円
※金額は加入可能年数満額

　加入期間の３分の２以上保険料を納めた方、また
は老齢基礎年金の受給資格を持つ方が死亡したとき、
その方によって生計を維持されていた子（１８歳到
達年度末までの間にある子か、２０歳未満で１級、
２級の障がいのある子）のある配偶者、またはその
子に支給されます。
【令和５年度年金額】
子のある配偶者が受け取る時
■６７歳以下の方（昭和３１年４月２日以後生まれ）
　７９万５千円＋子の加算額
■６８歳以上の方（昭和３１年４月１日以前生まれ）
　７９万２千６００円＋子の加算額

　国民年金に加入している間の病気や事故などで障
がいの状態にあるときは、障がいの程度に応じて障
がい基礎年金が支給されます。
　初めて医師の診療を受けた日に国民年金の被保険
者または２０歳前で、一定の納付要件を満たしてい
る必要があります。
　障がいの程度は法令により定められていて、障害
者手帳の等級とは異なります。
【令和５年度年金額】
■６７歳以下の方（昭和３１年４月２日以後生まれ）
　障がいの程度１級　９９万３千７５０円
　障がいの程度２級　７９万５千円
■６８歳以上の方（昭和３１年４月１日以前生まれ）
　障がいの程度１級　９９万７５０円
　障がいの程度２級　７９万２千６００円

　第１号被保険者として１０年以上の納付期間があ
る夫が、年金を受けないで死亡したときに、１０年
以上婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に６０
歳から６５歳になるまで支給されます。
【年金額】
・夫が受けることができた第１号被保険者期間に相
当する老齢年金額の４分の３

国民年金保険料がスマホアプリで納付できます
　次の方法で納付ができるようになりました。
・ａｕ Pａｙ　・ｄ払い　・ＰａｙＢ
・ＰａｙＰａｙ　・楽天ペイ
操作方法等については各決裁事業者にお問合わせ
ください。

　第１号被保険者として３年以上保険料を納めた方
が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年
金を受けられないときに支給されます。
【一時金額】
・納付月数によって１２万円から３２万円

《問い合わせ》　ねんきん加入者ダイヤルまで　☎０５７０（００３）００４
０５０から始まる電話でおかけになる場合は☎０３（６６３０）２５２５

　国民年金は、日本国内にお住まいの２０歳から
６０歳未満のすべての方が加入する公的年金です。
国民年金制度に加入して保険料を納め続けることで、
次のような年金を受け取ることができます。

年金の相談は予約をご活用ください
　ご予約のお申込みは「予約受付専用電話」また
は「北見年金事務所」へ、基礎年金番号が分かる
書類をご用意の上、電話予約してください。
▽予約受付専用電話
☎０５７０（０５）４８９０（ナビダイヤル）
０５０から始まる電話でおかけになる場合は
☎０３（６６３１）７５２１
▽北見年金事務所お客様相談室
☎０１５７（２５）８７０３
▽各予約窓口の受付時間
　月曜日～金曜日（平日）
　午前８時３０分～午後５時１５分

老齢基礎年金

遺族基礎年金

障がい基礎年金

寡婦年金

死亡一時金
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月のイベントカレンダー７

リバーサイド団地
さくらんぼ団地

（公営住宅） ふれあい団地

町営住宅入居者募集
■申込期間【一般募集住宅】　7月3日㈪～7月11日㈫　■選考委員会　7月13日㈭予定

　入居申込者に応じて、申込み時に必要となる書類が異なりますので、お早めの相談をお願いします。
　公営住宅は一定所得を超える場合は申込みできません。また、所得に応じて４段階の住宅使用料が設定されます。
（入居後に所得が基準額を超える場合は記載以上の住宅使用料となります）
■入居資格など、詳しくはお問い合わせください

問い合わせ 町民課町民生活グループ☎２５‒３５７７

●保健福祉課保健グループ　☎ 0152（25）3850
行事 日時 場所

幼児歯科健診・フッ素塗布 １２日㈬ 午後０時４５分～ 保健センター

もぐもぐごっくん離乳食教室 １８日㈫ 個別にご案内します 保健センター

乳幼児健診 ２０日㈭ 午後１時～ 保健センター

こころの健康相談 ３１日㈪ 午前９時～ 保健センター

●子育て支援センター　☎ 0152（25）2100
行事 日時 場所

赤ちゃん広場（７～１２カ月） ３日㈪ 午前９時３０分～ 子育て支援センター

子育て講座
「乳幼児の緊急時の対処法」 ５日㈬ 午前10時３０分～ 子育て支援センター

おひさま広場（水遊び） １０日㈪
２４日㈪ 午前１０時～ 子育て支援センター

親子で遊ぼう土曜日開放 １５日㈯ 午前９時３０分～ 子育て支援センター

夏祭り ( 支援センター ) ２８日㈮
１　午前９時３０分

　　　　～１１時３０分
２　午後１時　　

　　　　～３時３０分
子育て支援センター

●教育委員会　☎ 0152（25）2005
行事 日時 場所

いきいき水中運動教室
６日㈭
１３日㈭
２０日㈭

午後1時30分
～２時30分 町民プール

シニアスイミング教室
４日㈫
１１日㈫
１８日㈫

午前１１時～正午 町民プール

ひよっこクラブ 8日㈯ 午前１０時３０分
～１１時３０分 清里トレーニングセンター

読み聞かせ会（主に０・１・２歳） １９日㈬ 午前１０時３０分～ プラネット’９７　和室 A

読み聞かせ会（３歳～小学校低学年） ２０日㈭ 午後２時30分～ プラネット’９７　和室 A

■公営住宅
団地名 住所 対象世帯 間取り 部屋番号 月額住宅使用料

青葉団地 緑町22番地5

一般世帯向け
※単身入居要件有

3DK 238号 8,600円～12,800円
2DK 2３９号 ８,５00円～１２,６00円

札進団地 札弦町51番地2 2DK
267号

5,700円～8,500円
268号

札南団地 札弦町36番地3
2DK 212号 4,300円～6,500円
3DK 217号 5,500円～8,200円

さくらんぼ団地 水元町35番地5 一般世帯向け 3LDK

92-24号 19,000円～28,300円
93-35号 18,200円～27,100円
93-36号 19,200円～28,600円
93-39号 19,200円～28,600円
94-44号 19,400円～29,000円

ひまわり団地 羽衣町27番地14 一般世帯向け ２ＤＫ 13-107号 18,100円～26,900円
※さくらんぼ団地（一部）・青葉団地・札進団地・札南団地のお部屋に関しましては、お申し込み後に修繕を行うため、
入居まで２か月程度時間を要します。あらかじめご承知おきください。

■地域優良賃貸住宅・特定公共賃貸住宅
団地名 住所 対象世帯 間取り 部屋番号 月額住宅使用料

さっつる団地 札弦町316番地5 単身向け １ＬＤＫ
96-645号

21,000円
97-647号

ひまわり団地 羽衣町27番地26 単身向け １ＬＤＫ 08-745号 23,000円
ふれあい団地 羽衣町39番地4 単身向け １ＬＤＫ 99-664号 21,000円

リバーサイド団地 羽衣町37番地3 単身向け １ＬＤＫ
93-617 号 21,000 円
95-633 号 21,000 円

ふれあい団地 羽衣町39番地4 一般世帯向け ２ＬＤＫ
98-727号 36,000円
00-739号 36,000円

リバーサイド団地 羽衣町37番地3 一般世帯向け ３ＬＤＫ
93-703号

41,000円93-704号
97-712号
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（保健センター内）　【開設時間】 午前８時１５分～午後５時 （月～金曜日）

ＴＥＬ ０１５２（２５）２１００　　ＦＡＸ ０１５２（２５）２１３７

清里町子育て支援センター

ヨーヨー釣り、的当て、輪投げなど、お祭りならではの遊びを用
意しています。まだ遊べない子もお祭りの雰囲気を味わったり、
親子の交流の場としてぜひご参加ください！

問い合わせ

子育て支援センター

夏祭り
と　き

ところ

内　容

７月２８日㈮ 午前９時～１１時３０分 （集合写真　午前9時30分）
午後１時～３時３０分 （集合写真　午後１時３０分）

子育て支援センター（健康ホール・庭）

飲み物、着替え、景品を入れるバッグなど

０歳～就学前までの親子

持ち物

対象者

申込み
子育て支援センター（☎０１５２-２５-２１００）へお電話にて７月１４日㈮までに、
お申し込みください。

●ヨーヨー釣りは水を使っています。 
●２７日㈭は研修及び夏祭り準備のため休館です。

開催時間内で自由に
遊びに来てください！

1㎞
ハーフ２回目
折り返し地点

ハーフ１・３回目
折り返し地点

2㎞
折り返し地点
3㎞
折り返し地点
5㎞
折り返し地点

21号

23号

■問い合わせ　斜里岳ロードレース大会実行委員会事務局
　　　　　　　（清里町教育委員会生涯学習課社会教育グループ）　☎０１５２（２５）２００５

４年ぶりの開催!

第46回斜里岳ロードレース大会
　清里町の秋のスポーツイベント「斜里岳ロードレース大会」が４年振りに開催されます！今大会は、ハーフマラソンコー
スが大きくリニューアルされるとともに、食のイベントや抽選会などの催しも行われます。清里町のシンボル「秀峰斜里
岳」を望む最高のロケーションの中、爽やかに駆け抜けてみませんか？

■日　　時　９月１７日㈰ 10：00から順次スタート
■申込締切　８月１５日㈫まで
■会　　場　清里町生涯学習総合センター
■コース概要　

■参加資格
 ● 健康な方で、申込みの種目を支障なく完走できる方
 ● 年齢起算は、令和５年９月１７日㈰の満年齢
 ● 高校生以下の参加者は、種目を問わず保護者の承諾
が必要です

 ● 申込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて大会事
務局に提出してください。申込用紙は、プラネット‘97
と清里トレーニングセンターで配布しています
※小中学生の児童・生徒は学校での取りまとめとなりま
す
■参 加 賞
 ● 参加者全員に、参加賞（記念品）と３施設から選べる清
里温泉入浴券をプレゼント
■サービス
 ● ゴール後に、清里特産品などが当たる抽選会を実施
 ● 食のイベントを同時開催

■競技種目・参加料・競技開始・制限時間　※高校生以下の町民および清里高校生の参加は無料です。

男子　高校生～３９歳の部
男子　４０歳～５９歳の部
男子　６０歳以上の部
女子　高校生以上
男子　中学生
男子　高校生以上
女子　中学生
女子　高校生以上
男子　小学４年生～６年生
女子　小学４年生～６年生
男子　小学１年生～３年生
女子　小学１年生～３年生
保護者（祖父祖母でも可）と未就学の男子
保護者（祖父祖母でも可）と未就学の女子
男女（１８歳以上）

１０：００

１０：００

１０：１０

１０：3０

１０：2０

１０：１０

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

種　目 参加料 スタート 制限時間

ハーフ
マラソン

１3：00（3時間）
１５㎞地点１２：００（２時間）

１０：４５（４５分間）

１０：５０（４０分間）

１０：５０（４０分間）

１０：55（２５分間）

１０：35（１５分間）

一　般　４，５００円
高校生　３，０００円

一　般　３，０００円
高校生　２，０００円
中学生　１，５００円

小学生　１，０００円

小学生　１，０００円

一　般　２，０００円

２，０００円

５ｋｍ

３ｋｍ

２ｋｍ

１ｋｍ
（親子）
３ｋｍフリー
（表彰対象外）

種目別（対象）
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